
 

 

 

 

 

本日（令和元年５月７日(火)）実施した知事定例記者会見時に質問のあった「総務省行政評価局による在

宅被災者に係る調査結果」について，下記のとおり確認しました。 

 

記 

【概要】総務省行政評価局による在宅被災者に係る調査状況について 

調査名称は「災害時の「住まい確保」等に関する行政評価・監視」―被災者の生活再建の視点から―（仮

称）」であり，当該調査状況を総務省行政評価局に確認したところ，「東北管区行政評価局による調査を終

了し，現在取りまとめを行っているところ。今後も調査に不足があれば随時確認していくこととしており，

まだ公表する段階には至っていない」との事であった。 

県としては，今後も当該調査に係る状況について情報収集に努めていく。 

 

【参考】総務省行政評価局における調査の趣旨 

被災者の生活再建支援の観点から，国，地方公共団体等における支援の実施状況及び実施上の課題を把

握しつつ，今後起こり得るとされる災害への備えへの取組状況等を調査する。 
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